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【現在の報酬額】
選挙管理委員選挙管理委員⾧

2,940,000年額3,528,000年額
245,000月額294,000月額

月額・日額報酬併用試算（年額）

月額 日額
年間平均

勤務日数
年間報酬額

現在の報酬額との

差額（年額）
比較

選挙管理委員⾧ 147,000円 20,600円 44日 2,670,400円 -857,600円 76%

選挙管理委員 122,500円 18,500円 37日 2,154,500円 -785,500円 73%

選挙管理委員⾧ 147,000円 25,750円 44日 2,897,000円 -631,000円 82%

選挙管理委員 122,500円 23,130円 37日 2,325,810円 -614,190円 79%

選挙管理委員⾧ 147,000円 30,900円 44日 3,123,600円 -404,400円 89%

選挙管理委員 122,500円 27,750円 37日 2,496,750円 -443,250円 85%

日額①

日額②

日額③

選挙管理委員⾧ 147,000円

選挙管理委員 122,500円

選挙管理委員⾧ 20,600円

選挙管理委員 18,500円

選挙管理委員⾧ 25,750円

選挙管理委員 23,130円

選挙管理委員⾧ 30,900円

選挙管理委員 27,750円
日額③

現在の月額報酬245,000円の半額。

「東京都北区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例」の会⾧（20,600円）と同額

同条例の会⾧（20,600円）の1.25倍

同条例の会⾧（20,600円）の1.5倍

同条例の学識経験者委員（18,500円）と同額

同条例の学識経験者委員（18,500円）の1.25倍

月額

根拠数字

現在の月額報酬294,000円の半額。

同条例の学識経験者委員（18,500円）の1.5倍

日額①

日額②
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≪選挙管理委員報酬試算（月額と日額の併用）【令和6年度勤務日数の場合】≫

月額 日額
R6年度

勤務日数
年間報酬額

現在の報酬額との

差額（年額）
比較

選挙管理委員⾧ 147,000円 20,600円 53日 2,855,800円 -672,200円 81%

選挙管理委員 122,500円 18,500円 47日 2,339,500円 -600,500円 80%

選挙管理委員⾧ 147,000円 25,750円 53日 3,128,750円 -399,250円 89%

選挙管理委員 122,500円 23,130円 47日 2,557,110円 -382,890円 87%

選挙管理委員⾧ 147,000円 30,900円 53日 3,401,700円 -126,300円 96%

選挙管理委員 122,500円 27,750円 47日 2,774,250円 -165,750円 94%

≪選挙管理委員報酬試算（月額と日額の併用）【R7渋谷区と同じ勤務日数の場合】≫

月額 日額
渋谷区と

同じ日数
年間報酬額

現在の報酬額との

差額（年額）
比較

選挙管理委員⾧ 147,000円 20,600円 61日 3,020,600円 -507,400円 86%

選挙管理委員 122,500円 18,500円 38日 2,173,000円 -767,000円 74%

選挙管理委員⾧ 147,000円 25,750円 61日 3,334,750円 -193,250円 95%

選挙管理委員 122,500円 23,130円 38日 2,348,940円 -591,060円 80%

選挙管理委員⾧ 147,000円 30,900円 61日 3,648,900円 120,900円 103%

選挙管理委員 122,500円 27,750円 38日 2,524,500円 -415,500円 86%

【現在の報酬月額】

年額 3,528,000 年額 2,940,000

月額 294,000 月額 245,000

選挙管理委員⾧ 選挙管理委員

日額②

日額③

日額①

日額①

日額②

日額③
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直近3年間では活動日数が一番多い年度



実績額 日額金額 日数 実績額 日額金額 日数

４月 175,000 25,000 1.0 ４月 175,000 25,000 1.0

５月 300,000 150,000 6.0 ５月 225,000 75,000 3.0

６月 250,000 100,000 4.0 ６月 250,000 100,000 4.0

７月 400,000 250,000 10.0 ７月 300,000 150,000 6.0

８月 250,000 100,000 4.0 ８月 225,000 75,000 3.0

９月 175,000 25,000 1.0 ９月 175,000 25,000 1.0

１０月 325,000 175,000 7.0 １０月 225,000 75,000 3.0

１１月 300,000 150,000 6.0 １１月 275,000 125,000 5.0

１２月 325,000 175,000 7.0 １２月 225,000 75,000 3.0

１月 275,000 125,000 5.0 １月 225,000 75,000 3.0

２月 250,000 100,000 4.0 ２月 200,000 50,000 2.0

３月 300,000 150,000 6.0 ３月 225,000 75,000 3.0

合計 3,325,000 1,525,000 61.0 合計 2,725,000 925,000 37.0

問３【委員⾧】直近一年の各月の支払い実績額を教えてください。 問３【副委員⾧】直近一年の各月の支払い実績額を教えてください。

区役所名と所属を入力してください。

渋谷区役所 総務部 総務課

問１ 選挙管理委員会委員の報酬支払形態について教えてください。

③ 月額・日額併用

問２ 委員⾧と委員の日額（又は月額・日額）をそれぞれ教えてください。

委員⾧  月額15万円 日額2万5,000円
副委員⾧ 月額15万円 日額2万5,000円
委員   月額14万円 日額2万5,000円
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資料１－２渋谷区選挙管理委員報酬　調査結果



問４ 【委員】直近一年の各月の支払い実績額を教えてください。

※２名分合算 実績額 日額 日数

４月 405,000 125,000 5.0

５月 480,000 200,000 8.0

６月 430,000 150,000 6.0

７月 555,000 275,000 11.0

８月 430,000 150,000 6.0

９月 330,000 50,000 2.0

１０月 430,000 150,000 6.0

１１月 530,000 250,000 10.0

１２月 430,000 150,000 6.0

１月 405,000 125,000 5.0

２月 380,000 100,000 4.0

３月 430,000 150,000 6.0

合計 5,235,000 1,875,000 75.0
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※1名あたり　2,617,500円（年額）



京都市の選挙管理委員報酬の変更について 

 

1. 経緯 

令和 6 年 12 月京都市会の議決（行政委員の報酬のあり方に関する検証及

び措置を求める議決）を受け、「京都市行政委員の報酬のあり方に関する検

討委員会」が設置された。 

・令和 7 年 8 月 18 日 市⾧から諮問を受ける 

・令和 7 年 8 月～12 月にかけ、4 回の検討委員会を開催 

・令和 8 年 1 月 6 日 答申 

 

2. 改正内容 

（改正前） 委員⾧ 月額 300,000 円 

       委員 月額 270,000 円 

 

（改正後） 委員⾧ 月額 133,000 円 

          日額  18,000 円 

       委員 月額 120,000 円 

          日額  18,000 円 
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月額・日額併用を採用する旨の
検討委員会答申
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給料月額
R7引き上げ率（％）

引上げ後給料月額
（地域手当含む）

期末手当
引上げ月数

期末手当
引上げ後支給月数

1 千代田区 3.7 1,354,000 0.05 4.25

2 中央区 3.26 1,346,240 0.05 3.80

3 港区 3.4 1,316,400 0.05 4.25

4 新宿区 3.8 1,414,760 0.05 3.35

5 文京区 3.8 1,318,500 0.05 3.65

6 台東区 3.4 1,332,800 0.05 4.15

7 墨田区 3.3 1,358,560 0.04 3.92

8 江東区 3.8 1,344,000 0.05 3.71

9 品川区 3.3 1,066,240 0.04 3.77

10 目黒区 3.4 1,324,800 0.05 3.85

11 大田区 3.4 1,353,296 0.04 4.03

12 世田谷区 3.3 1,315,920 0.05 4.15

13 渋谷区 3.3 1,299,648 0.05 4.15

14 中野区 3.3 1,306,300 0.04 3.98

15 杉並区 3.4 1,329,574 0.05 4.28

16 豊島区 3.3 1,299,360 0.05 4.25

17 北区 3.3 1,344,336 0.05 4.00

18 荒川区 3.4 1,327,200 0.04 4.14

19 板橋区 3.63 1,338,400 0.05 3.90

20 練馬区 3.4 1,333,584 0.05 3.60

21 足立区 改定なし 1,294,560 改定なし 2.99

22 葛飾区 3.4 1,314,880 0.04 3.96

23 江戸川区 3.6 1,356,452 0.05 3.93

平均 3.45 1,321,296 0.047 3.91

令和７年度（令和８年度）各区の報酬改定状況
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この改定を踏まえた23区の順位は次ページにまとめています。
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R7報酬改定を反映した金額（区⾧）
（令和８年４月１日 現在）

 順位 区名 給料月額
地域

手当
支給額 区名

支給月

数
支給額 区名 支給額  順位 区名 支給率 支給額

1 新  宿 1,252,000 13.0% 1,414,760 千代田 4.25 8,344,025 千代田 24,592,025 1 台 東 6.00 28,560,000

2 墨  田 1,213,000 12.0% 1,358,560 港 4.25 8,112,315 杉  並 24,026,064 2 千代田 4.70 25,455,200

3 江戸川 1,200,400 13.0% 1,356,452 杉  並 4.28 8,071,176 大  田 24,001,453 3 江戸川 5.00 24,008,000 支給率変更 試算額

4 千代田 1,354,000 0.0% 1,354,000 台  東 4.15 7,871,969 港 23,909,115 4 北 5.00 24,006,000 4.50 21,605,400

5 大  田 1,208,300 12.0% 1,353,296 荒  川 4.14 7,820,004 墨  田 23,882,126 5 江 東 5.00 24,000,000 4.45 21,365,340

6 中  央 1,202,000 12.0% 1,346,240 豊  島 4.25 7,777,211 台  東 23,865,569 6 荒 川 5.00 23,700,000 4.40 21,125,280

7 北 1,200,300 12.0% 1,344,336 大  田 4.03 7,761,901 文  京 23,865,569 7 港 4.49 23,642,544 4.00 19,204,800

8 江  東 1,200,000 12.0% 1,344,000 世田谷 4.15 7,691,004 北 23,785,144 8 大 田 4.75 22,957,700

9 板  橋 1,195,000 12.0% 1,338,400 渋  谷 4.15 7,676,162 荒  川 23,746,404 9 新 宿 4.37 21,884,960

10 練  馬 1,190,700 12.0% 1,333,584 北 4.00 7,653,112 世田谷 23,482,044 10 板 橋 4.50 21,510,000

11 台  東 1,190,000 12.0% 1,332,800 墨  田 3.92 7,579,406 中  央 23,435,634 11 中 央 4.40 21,155,200

12 杉  並 1,161,200 14.5% 1,329,574 中  野 3.98 7,538,657 豊  島 23,369,531 12 葛 飾 4.50 21,132,000

13 荒  川 1,185,000 12.0% 1,327,200 葛  飾 3.96 7,410,569 渋  谷 23,271,938 13 杉 並 4.50 20,901,600

14 目 黒 1,104,000 20.0% 1,324,800 中  央 3.80 7,280,754 江  東 23,224,488 14 世田谷 4.76 20,879,264

15 文  京 1,318,500 0.0% 1,318,500 目 黒 3.85 7,183,176 中  野 23,214,257 15 練 馬 4.36 20,765,808

16 港 1,316,400 0.0% 1,316,400 江  東 3.71 7,096,488 葛  飾 23,189,129 16 文 京 3.80 20,041,200

17 世田谷 1,096,600 20.0% 1,315,920 板  橋 3.90 7,075,844 板  橋 23,136,644 17 目 黒 4.50 19,872,000

18 葛  飾 1,174,000 12.0% 1,314,880 文  京 3.65 6,978,161 目 黒 23,080,776 18 豊 島 4.50 19,490,400

19 中  野 1,306,300 0.0% 1,306,300 練  馬 3.60 6,832,712 練  馬 22,835,720 19 足 立 4.50 19,418,400

20 渋  谷 1,160,400 12.0% 1,299,648 新  宿 3.35 6,735,885 新  宿 22,800,161 20 品 川 4.80 18,278,400

21 豊  島 1,082,800 20.0% 1,299,360 江戸川 3.93 6,161,740 江戸川 22,439,164 21 渋 谷 3.70 17,173,920

22 足  立 1,078,800 20.0% 1,294,560 品  川 3.77 5,720,929 足  立 20,986,004 22 墨 田 3.40 16,496,800

23 品  川 952,000 12.0% 1,066,240 足  立 2.99 5,451,284 品  川 18,515,809 23 中 野 3.09 16,145,868

平均 1,321,296 3.92 7,296,717 23,158,903 平均 4.51 21,368,490

※ 期末手当は年額で記載。【基本給料＋地域手当＋職務加算（基本給料＋地域手当の20％）＋監督者加算（基本給料の25％）で算出】
※ 千代田区、港区、文京区、中野区は、地域手当なし
※ 同順位の場合は、市区町村コード順に表記。同順位の中に北区が含まれる場合は、北区以降を市区町村コード順に表記。
※ 北区は、平成19年1月1日から、区⾧等に支給される地域手当を当分の間12％に据え置くことを条例で定めている。
※ 品川区は、品川区⾧の給与の特例に関する条例に基づき、給与月額が2割減となっている。

給 与 月 額 年 間 支 給 総 額期 末 手 当（※） 退 職 手 当
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令和7年4月現在

給与月額　7位　、期末手当　10位　、年間支給総額　7位　、退職手当　3位

報酬改定を反映した各区長の退職金一覧 資料２－２



（令和８年４月１日 現在）

役職 給料月額
地域

手当
支給額 役職 支給率 支給額 支給率変更 試算額

区⾧ 1,200,300 12.0% 1,344,336 区⾧ 5.00 24,006,000 4.50 21,605,400

副区⾧ 961,400 12.0% 1,076,768 副区⾧ 4.00 15,382,400 4.45 21,365,340

教育⾧ 880,400 12.0% 986,048 教育⾧ 3.00 7,923,600 4.40 21,125,280

常勤監査 664,400 12.0% 744,128 常勤監査 2.40 6,378,240 4.00 19,204,800

※教育⾧は3期分の額

給 与 月 額 区⾧退職金試算退 職 手 当

R7報酬改定を反映した金額（区⾧・副区⾧・教育⾧・常勤監査比較）
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試算の範囲であれば、副区長の退職手当と
支給額が逆転することはない。

区長退職手当の支給率を3.20程度まで下げると、
副区長退職手当の支給額と逆転してしまう。

資料２－３



●役位別役員退職金支給額

支給額 退職時年齢 通算役員在任期間 退職時報酬月額

平均値 4,820.6万円 73.2歳 28.8年 125.3万円

最高値 14,000万円 88歳 50年 360万円

最低値 1,209万円 55歳 7年 20万円

平均値 3,569.0万円 66.0歳 14.9年 119.4万円

最高値 22,275万円 86歳 45年 400万円

最低値 100万円 47歳 3年 50万円

平均値 2,441.0万円 67.8歳 14.5年 106.5万円

最高値 8,000万円 76歳 41年 180万円

最低値 445万円 60歳 6年 49万円

平均値 1,604.7万円 64.6歳 12.5年 88.4万円

最高値 7,000万円 74歳 24年 160万円

最低値 200万円 47歳 5年 42万円

平均値 1,234.7万円 65.5歳 11.2年 81.0万円

最高値 7,000万円 89歳 36年 400万円

最低値 14万円 40歳 1年 10万円

※「役員報酬・賞与・退職金」「各種手当」中小企業の支給相場 より引用

常務
（22名）

取締役
（57名）

役位等

会⾧
（17名）

社⾧
（40名）

副社⾧・専務
（16名）

中小企業の役員退職金について
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1/2 

○東京都北区特別職報酬等審議会条例 

昭和三九年七月一日条例第二〇号 

（設置） 

第一条 北区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給与の額（以

下「報酬等の額」という。）について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区

長の附属機関として、東京都北区特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（意見の聴取） 

第二条 区長は、報酬等の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報

酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。 

２ 区長は、少なくとも毎年一回、報酬等の額の適否について審議会の意見を聴かなければならな

い。 

３ 前二項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について審

議会の意見を聴くことができる。 

一 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百八十条の五に規定する委員会の委員及び監

査委員の報酬及び給与の額並びに同法第百条第十四項に規定する政務活動費の額の適否 

二 その他区長が審議会の意見を求めることが必要と認めること。 

（組織） 

第三条 審議会は、学識経験を有する者、東京都北区の区域内の公共的団体等の代表者その他住民

のうちから区長が委嘱する委員十二人以内をもつて組織する。 

（委員の任期） 

第四条 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（会長の選任・権限） 

第五条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によつて定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第六条 審議会は、区長が招集する。 

（定足数） 
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第七条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第八条 審議会の庶務は、総務課において処理する。 

（委任） 

第九条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 
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○東京都北区選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例 

平成三年一二月一三日条例第三七号 

（通則） 

第一条 東京都北区選挙管理委員（以下「委員」という。）の報酬及び費用弁償については、この

条例の定めるところによる。 

（報酬の額） 

第二条 委員の報酬の額は、別表のとおりとする。 

（報酬の支給方法） 

第三条 報酬は、それぞれ次の方法によつて支給する。 

一 日額をもつて定められた報酬は、その者が会議への出席その他職務に従事した当日分を支給

する。 

二 月額をもつて定められた報酬は、その者が委員となつた日の属する月分からその職を離れた

日の属する月分までを支給する。 

２ 前項第二号の規定にかかわらず、その者が月の中途において委員となつたとき又はその職を離

れたときの当月分の報酬は、在職日数に応じて支給する。別表に掲げる職務の間に異動があつた

場合も同様とする。 

３ 第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、その者が傷病等により月の全て又はその大部分の

日においてその職責を果たすことができないと認められるときは、当月分の報酬の全部又は一部

を支給しないことができる。 

（報酬の支給期日） 

第四条 報酬は、それぞれ次に定める期日に支給する。 

一 日額をもつて定められた報酬は、月の初日からその月の末日までの間における会議への出席

その他職務に従事した日数により計算したその月分の総額を翌月十日までに支給する。 

二 月額をもつて定められた報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。 

（費用弁償） 

第五条 委員が公務のため旅行したときは、順路により費用を弁償する。 

２ 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び渡航手

数料の九種とし、その額は、別表に定めるところによる。 

３ 前項の規定にかかわらず、委員が会議への出席その他公務のため特別区の存する区域内を旅行

したときは、費用弁償として一日につき二、〇〇〇円を支給する。ただし、公用車を利用したと
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きは、支給しない。 

４ 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例（昭和五十年三月東京都北区条例第九号）の

適用を受ける職員の例による。 

別表（第二条及び第五条関係） 

職務 報酬の額 費用弁償の額 

委員長 月額 二九四、○○○円 東京都北区長等の給料等に

関する条例（昭和三十一年

十二月東京都北区条例第十

三号）中副区長相当額 

職務代理者 月額 二四五、○○○円 

委員 月額 二四五、○○○円 

補充員 日額 九、四○○円 

 

25



1/2 

○東京都北区長等の退職手当に関する条例 

平成一〇年三月三〇日条例第一号 

（目的） 

第一条 この条例は、区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員（以下「区長等」とい

う。）の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。 

（退職手当の支給） 

第二条 退職手当は、区長等が退職した場合にその者（死亡による退職の場合には、その遺族）に

支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再

び区長等となつたときもまた同様とする。 

（普通退職の場合の退職手当の額） 

第三条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

区長 勤続期間一年につき 百分の五百 

副区長 勤続期間一年につき 百分の四百 

教育長 勤続期間一年につき 百分の三百 

常勤の監査委員 勤続期間一年につき 百分の二百四十 

（傷い、疾病、死亡等による退職の場合の退職手当の額） 

第四条 厚生年金保険法施行令（昭和二十九年政令第百十号）第三条の八に定める程度の傷い、疾

病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者及び非違によることなく勧奨を受け

て（非違によることなく、区長については地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百七十

八条の規定に該当した場合及び副区長については同法第百六十三条ただし書の規定に該当した場

合を含む。）退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に、百分の百五

十を乗じて得た額とする。 

（整理退職の場合の退職手当） 

第五条 法令又は条例等の改廃により、その意に反し退職した者に対する退職手当の額は、第三条

の規定により計算した額に百分の百八十を乗じて得た額とする。 

（非違により勧奨を受けて退職した者に対する退職手当） 

第六条 区長等が非違により勧奨を受けて退職した場合においては、第三条の規定により計算した

額に百分の五十を乗じて得た額をもつてその者の退職手当の額とする。 

（国家公務員から引き続いて副区長に選任された者に係る退職手当の特例） 

第七条 国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第二条第一項に規
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定する職員をいう。以下同じ。）を退職した者（当該退職により同法の規定による退職手当の支

給を受ける者を除く。）で当該退職の日又はその翌日に副区長に選任されたもの（以後引き続い

て副区長に選任された場合を含む。）については、その者の同法に規定する国家公務員としての

勤続期間は、副区長としての勤続期間に通算する。 

２ 前項に規定する者の退職手当の額は、第三条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる額

の合計額とする。 

一 副区長に選任された日から退職した日（副区長から引き続いて副区長に選任された場合は、

副区長としての最終の退職の日。以下この号において同じ。）までの勤続期間及び退職した日

におけるその者の副区長としての給料月額を基礎として、第三条から前条までの規定の例によ

り計算した額 

二 前項の規定により副区長としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び副

区長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額（当該俸給月

額に改定があつた場合は、副区長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額）に相当

する額を基礎として、職員の退職手当に関する条例（昭和五十年三月東京都北区条例第十号）

の規定の例により計算した額 

３ 第一項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が当該退職の日又はその翌日に

再び副区長に選任されたときは、引き続いて在職したものとみなし、第二条の規定にかかわらず、

当該退職に係る退職手当は、支給しない。 

４ 第一項に規定する者が副区長を退職した場合において、その者が当該退職の日又はその翌日に

再び国家公務員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。 

（その他） 

第八条 第二条の規定による遺族の範囲及びその退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期

間の計算、退職手当の支給の制限、刑事事件に関し退職した場合等における退職手当の取扱い、

退職手当の支給の一時差止め並びに退職手当の返納その他退職手当の支給に関しては、一般職の

職員の退職手当について定められているものの例による。 

27



1/1 

○東京都北区長の退職手当の特例に関する条例 

令和五年六月三〇日条例第二三号 

東京都北区長の退職手当の特例に関する条例 

この条例の施行の日に区長の職にある者の同日を含む任期に係る退職手当は、東京都北区長等の

退職手当に関する条例（平成十年三月東京都北区条例第一号）第二条の規定にかかわらず、これを

支給しない。 
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